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第5巻第6章：盛岡藩における放牧と狼害
著者：菊池勇夫
はじめに―狼に襲われる野馬―
　北東北に位置する盛岡藩は全国的にみて指折りの馬産が盛んなところであった。すでに源平合戦の頃から、とくに現在の青森県東半部や岩手県北部が名馬の産地として知られ、鎌倉幕府や室町幕府などに馬を供給してきた。江戸時代になるとさらに領外からの需要が多くなり、幕府も馬買の役人を直接派遣してきていた（兼平二〇〇七）。盛岡藩はこれに応えるため馬産に力を入れ、また地域の農業生産や運搬などとも結びついて、農民生活の成り立ちにとって「里馬」（民間馬）の飼育・繁殖が欠かせないものとなった。馬市が各地に立ち、馬喰たちの活動により、領外へ南部馬が売られていった。
盛岡藩の特徴は領主として中世以来の馬牧を継承あるいは再興し、直営の馬牧を持っていたことである。藩牧は「御野」といい、一七世紀半ば頃までに三崎御野（九戸郡野田代官所）、北御野（九戸郡野田代官所）、住谷御野（三戸郡三戸代官所）、相内御野（同右）、又重御野（三戸郡五戸代官所）、木崎御野（北郡五戸代官所）、蟻戸御野（有戸とも、北郡七戸代官所）、奥戸御野（北郡田名部代官所）、大間御野（同右）の九牧が整備された（他に妙野・広野があったが、一六六四年以降八戸藩領となった）。そこで放牧される馬を里馬と区別し「御野馬」と呼んでいた（以下、御は省略）。優れた二歳駒（牡馬）を確保するのが目的で、野取りされた二歳駒は盛岡城下に牽いていかれ、藩の御用あるいは進上用に使われた。
野馬の放牧にとって最大の障害は狼に襲われることであった。狼研究の名著である平岩米吉『狼―その生態と歴史―』（築地書館、一九九二年）は、一七三二年（享保一七）以降発生した病狼を除き、狼がみだりに人を襲うものではなかったと、狼の害獣説に否定的である。しかし、東北などの馬産地ではこの通念があてはまらないとし、南部藩（盛岡藩）における野馬の被害例をあげ、狼害対策として鉄炮や毒薬、落とし穴による殺害が行われ、狼取清十郎という狼討の名人がいたことを明らかにしている（平岩一九九二）。その一方、牧野（藩牧）以外の里馬の被害や人が狼に襲われて怪我したのはわずかである、と述べていた。
このように盛岡藩の野馬の狼被害についてはすでに知られてきたことであるが、本章ではあらためて狼による野馬の被害実態や、それに対する野馬の保護、狼防ぎについて具体的に示しながら、人為的な野馬の生産システムがどのように成り立っていたのか考えてみたいと思う。野馬中心にならざるをえないが、里馬や人間への狼の危害について懐疑的な平岩の指摘がある以上、その是非についても検討してみなければならない。
一　藩牧の維持・運営　
狼の被害に入る前に、藩牧がどのように維持・運営されていたのか、すでに制度的に確立されていた一八世紀半ば過ぎの状況になるが、一七五五年（宝暦五）から一七七一年（明和八）にかけて野馬別当であった一戸五右衛門の『南部藩御野馬別当御用留』（みちのく双書三九～四二集）によって説明しておこう。九牧全部を個々に取り上げるわけにもいかないので、三戸代官所管内の住谷・相内両野の場合を中心に述べるにとどめたい。
盛岡藩庁の機構では、野馬を管掌したのは家老の次席にあたる用人であった。『御用人所雑書』にその関係の記録が多いのはそのためである。この用人の指揮命令下に野馬別当がおり、三戸の野馬役所に在任し、各代官所とも連絡しあいながら、すべての藩牧を統轄した。各藩牧には地付きの野守がおかれ、野守が日常の野馬の維持・管理にあたった。
野牧の面積であるが、住谷野は長二五丁・横二五丁ほど、相内野は長一里・横一里ほどといわれる（『郷村古実見聞記』）。一里（約四キロメートル）は三六丁（町、一町は約一〇九メートル）であるからおよその大きさが想像できよう。九牧のなかでは狭いほうで、最大面積を有する木崎野の長九里・横二里ばかりに比べるとかなり小さい。飼養された野馬の数であるが、一七五五年（宝暦五）一二月現在の野馬集計では、住谷野が四〇疋（内母駄二八疋、駒当歳四疋、駄当歳四疋、駄二歳三疋、父馬一三歳一疋）、相内野が四三疋（内母駄二六疋、駒当歳一疋、駄当歳七疋、駄二才八疋、父馬六歳一疋）となっている。九牧全体では全野馬数七一三疋（内母駄五二一疋、駒当歳四五疋、駄当歳七七疋、駄二歳六一疋、父馬九疋）であった。
当歳とはこの年に生まれた馬、駒は牡、駄は牝、母駄は出産可能な牝馬、父は種馬の牡のことである。一七五五年当時、父馬は六歳から二〇歳までの年齢幅があった。駒二歳が含まれないのは野取りされた後に盛岡に牽き上げられていくからで、この年の場合は不明だが、翌年には住谷野の四疋、相内野の一疋が順調に育って野取りされた。藩牧は一牡多牝の群を形成していたのが特徴であった。
この時期の両野の場合には、冬季は農家に預けて馬屋（厩）で飼養させたので、野取りした馬はすぐに村に引き渡された。ただし九牧全部がそうだったのではなく、一七六三年（宝暦一三）当時、有戸・又重・住谷・相内の四ケ野が村預けであった。木崎野の場合、冬季は舎飼であったが、野馬別当が一七五七年（宝暦七）に遠距離の村の負担を軽減しようと冬季の野飼を願って認められ、翌年より実施されている。舎飼を必要としたのには狼害や雪害が大きく絡んでいた。野馬は冬季も野放しするのが本来のすがたであったのではなかろうか。
毎年繰り返された野牧の維持・管理は、雪が消えた頃に野火を通すことから始まる。火を通すことによって枯れ草を焼いて新草の生長をよくし、またダニなどを除去する効果があった。一七五七年（宝暦七）を例にとると、相内野では二月二三日（新暦四月一一日）、住谷野では同二四日に野焼きを行い、三月六日（新暦四月二三日）、同七日にそれぞれ野放ちしている。その後、三月二〇日（新暦五月七日）より、野馬が逃げ出さないよう野牧にめぐらした垣・土手・堀の普請（修繕）が行われた。年によっては野放ち前に実施されることもあった。また、野のなかにある沼さらいの作業などもあった。この年の野取りの日にちは不明だが、例年通りに新暦の一〇月下旬もしくは一一月初頭には実施されたのであろう。
これらの野焼き、野放ち、堀・垣・土手の修繕、野取りの作業には近隣農村の農民が人足として駆り出された。一七六二年（宝暦一二）四月、相内野の野取りは野馬を追い入れる所が広すぎて日数がかかり、先年には野馬が人足を破って八戸領に駈け走り一〇日間も動員され難儀することがあったという。そこで、野取りのための五〇間の土手を築くよう、野馬懸の惣百姓が願い出て許可されている。築立人足として一五〇人を出してでも野取りの負担を軽くしたいという気持ちだった。人足役ばかりでなく、冬季の預かり馬の馬屋での飼養があったから、村側の負担は相当なものであった。一七六三年（宝暦一三）のことだが、住谷野の野馬を預かった馬屋元の農民の飼養がおろそかで、母駄が痩せ馬になり野放ちできなくなり、きびしく注意されることがあった。冬飼いがよくないと、出産のさい気力が不足し難産となり親子ともに捨て馬になることが多くなるという。このケースでは充分飼養して、気力が戻ってから野放ちした。
野放ちされた野馬の状態把握には随分と神経を使った。事故や病気（水穴に落ちる、沢の谷地に入る、堰へ入る、毒虫を喰う、腹が張る、など）あるいは狼に喰われて死馬が出れば、野馬別当は手先の馬責や馬医を遣わして検分させた。野守・肝煎が連判し、これに代官が末書した死馬手形を取り、用人へ届け出なければならなかった。病馬や負傷した馬を見つけらたら馬屋元の農家に預けさせ、馬医が治療した。一七六五年（明和二）の夏は日照りだったとみえ、相内野では水不足に陥り、野の中にある女沼の少ない水を求めて、数十疋の馬が入り込み、泥水を呑んで死ぬ馬もあった。そこで急きょ、疲れ衰えた野馬は野取りして村に預けている。同じ年、住谷野の父馬には多丹虫（ダニ）がつき、これも馬屋に入れ飼い立てている。むろん、回復すれば再び野に放した。
野走りといって野牧の外に逃げ出し、周辺の作場を荒らし回ることも少なくなかった。野守だけで対応できないときには村に人足を出させて探索した。両野は八戸藩領と近接していたから、越境して八戸藩の村で捕らえられることもあり、そうなると返還の手続きなどが面倒になった。
むろん、野馬の管理はそれだけにとどまらない。子付き不能の駄馬、老駄、悪駄、疵駄などと表現された牝馬は野馬から除かれた。その除き駄はセリにかけられて民間に売却されるか、あるいは野守に下げ渡されている。野馬の不足分は足し駄といって、木崎野など他の野牧から連れてきた。また、毎年秋の牛馬役人による馬改めのさいに五戸や七戸の里馬のうちから駄馬を選んで補充することもあった。駄馬の交替はかなり頻繁に行われていたといえよう。父馬の交換もしなければならなかった。
住谷野の父馬は当時「春砂」という唐馬の子であった。春砂（ハルシャ）というのは将軍徳川吉宗が一七二五年（享保一〇）よりオランダを通して輸入した洋種馬のことで、その一疋が盛岡藩主に下賜され、住谷野の父馬となった（『日本馬政史』二）。この馬は一七四三年（寛保二）に死んでおり、その子が種馬を受け継いだことになる。しかし、春砂の子が父馬になって以来、よい馬が出なくなったので、一七五七年（宝暦七）に父馬を取り替え、その父馬の子や、春砂の子である駄馬をすべて除くことにしている。住谷野の血縁（血統）が薄くなり、良質の駒が得られなくなるというのが理由であった。生殖能力が劣ったり無くなったりすると、母駄、父馬ともに除かれる運命にあったのである。
二　狼の被害と野馬保護
すでに述べたように野放ちされた野馬の最大の恐怖は狼に襲われ喰われることであった。『盛岡藩雑書』（家老席日誌）には、一七世紀中・後期頃、野馬が狼に取られたという通報の記事がかなり頻繁に出てくる。表１は盛岡市教育委員会・盛岡市中央公民館編集『盛岡藩雑書』（熊谷印刷出版部）によって、一六四四年（寛永二一・正保元）～一六七四年（延宝二）の野馬被害をまとめてみたものである。すでに菱川晶子氏によって『雑書』における狼害および関連事項のデータ（一六四四年～一七二四年）が一覧表として提示され、野馬の被害と藩の対策について概括的に論じられている（菱川二〇〇九年）。菱川氏の指摘を参考にしながら、野馬の被害事情にもう少し立ち入って考えてみたい。
（表１入る）
『雑書』は表１の期間内、数年分欠け、また年によって記載に精粗がありそうなので、このデータから野馬被害の経年的な変化を読み取ることができるかどうかは慎重な判断が必要である。それでも一六六七年（寛文七）～一六七一年（同一一）の被害事例の多さは、この期間狼害が頻発し、それを藩の執行部（家老席）が深刻な事態と受け止めて記載した結果であることは間違いない。しかしそれ以前、狼害が緩やかであったわけではなく、記載以上の被害があったものだろう。相内野の事例であるが、一六五一年（慶安四）三月下旬、浅水の水無山を野馬立ての放牧地にするさい、山が繁って狼が多くいるとして、野火を通している。藩牧の整備にあたって狼が一番の障害であったのである。
菱川氏は狼に襲われたのは駄馬（牝馬）が圧倒的に多く、その年に生まれた当歳や母馬がとくに被害を受ける傾向にあったと指摘している。確かに表１によれば、野馬被害は母駄も少なくないが、当歳、二歳という子馬が多く、子馬といっても駒（牡）に比べ駄（牝）が圧倒的に被害に遭っている。
藩牧は前述のように父馬（牡馬）一疋に数十疋の駄馬の群で構成され、生まれてくる駒は二歳秋に捕獲され牧の外に出されてしまうので、成長した野馬は父馬を除きすべて駄馬になり、駄馬に被害が集中するのは当然である。父馬は当歳の子馬を襲った狼を打ち殺すこともあったが（事例、相内野一六七一年）、その父馬ですら狼に喰われてしまう危険があった（事例、奥戸野一六五〇・五一年）。当歳・二歳の子馬の場合、駒・駄とも通常なら野放ちされ、出生する割合は牡・牝ほぼ同じであるのに、被害に大きな差がみられたのには何か理由があろう。
『雑書』の最初の被害記事になるが、一六六四年（寛文四）六月四日条に、相内野の野馬当歳を狼が喰ったので、母駄ともに在々へ預け置いたとある。他の子馬への狼害を恐れて、緊急避難的に母子の馬を保護し各農家に預けたと解してよいだろうか。野放ち期間であっても馬屋で飼育すればその分被害を受けにくくなる。駒の当歳・二歳の被害例が少ないのはそこに保護の手が厚く加えられ、舎飼された結果とみられよう。
また、冬季の被害が少ないのも舎飼が多いからだろう。ただ、北野・奥戸野・相内野などでは冬季に狼に襲われた事例があるので、その場合には冬季の放し飼いが行われていたことになる。一六六五年（寛文五）九月二三日条によれば、北野・三崎野の場合、駒当歳を百姓に預け、駄当歳は冬季もそのまま野に置きたいという訴えが認められており、駒当歳のみの舎飼であった。野飼のほうが農家の負担などが少なくて済み、そのようにしたいのだとしても狼荒れの状況がそれを許さなかった。
表１のデータでは一六七三年（延宝二）以降、個別の野馬被害がほとんど記載されなくなる。狼害が激減しているかのようであるが、それはやや考えにくく、『雑書』に記録すべきことではなくなったというだけのことかもしれない。元禄期（一六八八～一七〇四）になると、鉄炮使用による狼駆除の記事がよく出てくるようになる。後述するように、将軍徳川綱吉の生類憐みの令の影響による記載であるという性格を持つ。狼害が一時終息したというより、依然として続き、元禄期を迎えるのであろう。
さて、里馬の狼害であるが、野馬のように個別の被害例が『雑書』に記載されることはないものの、村々でも狼被害が深刻であったことには変わりなかった。いくつか在地からの訴えをあげておこう。一六七二年（寛文一二）一〇月二八日条によると、三戸中に狼が多くおり、これを巻いて討ち殺すよう郷々に命ずる指示が出されている。住屋野・相内野が念頭にあるかもしれないが、農民たちを動員しての巻狩りであるから、農民側の要望でもあったのだろう。
一六七四年（延宝二）二月二六日条によれば、和賀郡立花・黒岩・湯沢・平沢・宮田・石持・浮田・小原・駒籠・中内・倉沢・田瀬の一二か村からの鉄炮御免願いの訴えが許可されている。その一二か村では狼が多く、野放しの馬の子や、鷹餌犬（鷹の餌用の犬）を取り、しかも山根通で家の内まで狼が来て迷惑であるとして、御蔵・給所百姓が鉄炮一挺につき役銭二〇〇文を上納することを条件に鉄炮御免を願い上げたものであった。鶴・白鳥・雁・鴨・雉子以外の鳥類・四足類ならば討ってよく、また余村での鉄炮討ちは一切してはならないとされた。翌年にも同様の願いが出され認められている（延宝三年三月一二日）。一六八一年（延宝九）正月一五日条にも、田名部中に近年狼が多く、駒当歳が取られ野放ちできず、そのうえ熊も荒れたようで惣百姓が迷惑しているとして、鉄炮運上を望んだ記事がみられる。
和賀郡の例では、明らかに野放しの馬とあるので、農家の間でも放牧が行なわれていたことになる。当然野飼は狼の標的になってしまう。ただ、農家では秣（まぐさ）を刈ってきて馬屋で飼養し、使役するのがふつうであり、馬屋肥を得ることも農業には欠かせなかった。放牧といっても盛夏の季節などかなり限定的であって、そのさいも夜には馬屋に入れたのではなかろうか。平岩が野馬に比べ里馬の被害はわずかであると述べたのは、昼夜放牧の野馬と違って舎飼が基本だったからに他ならない。狼の危険度は里馬でも放牧すれば何ら野馬と変わりないといえよう。なお、海峡を隔てた松前では、民間の馬は年中放し飼いされていたが（菊池二〇〇六）、狼がいなかったから可能だったのだろう。
『雑書』によると、狼は馬のみならず人間をも襲っている。人喰いの事例は表２の通りである。
　(表２入る)
これによると、元禄期（一六八八～一七〇四）を中心に狼の人喰いが発生していたことになる。菱川氏は元禄の飢饉の影響をあげ、餓死者・疫死者の死体を食したことが次第に人間を食料とみなすようになったのではないかとの仮説を述べている。元禄の飢饉がとくに激しかったのは一六九五年（元禄八）～九六年で、一六九九年（同一二）、一七〇二年（同一五）の凶作もダメージを与えた。確かに飢饉の影響もありそうだが、元禄飢饉前から人への危害がみられることの説明がつかない。飢饉よりまずは狼が人家に現われるようになった原因が探られねばならない。一六九一年（元禄四）の遠野の事件では狼が百姓家に入り、人だけでなく牛馬を襲っていたのに着目したい。いずれも人への危害がクローズアップされているが、人家の馬屋で飼養される馬を狙ってきて、それに子供を中心に人も巻き添えになったというのが実態に近いのでなかろうか。野馬など放牧される馬を狼から防御するため、鉄炮による威嚇・駆除などが進み、その結果、狼の活動範囲が山野から人里へかえって広がってしまったのだとみておきたい。狼の人間への危害は弘前藩でも確認されるところで（村上二〇〇七）、平岩が馬産地でも人を襲うのはわずかであるかのように述べているのは正しくない。
　もう一つ、近世中期になるが、『南部藩御野馬別当御用留』に記録された狼害と野馬保護について、住谷野・相内野に即して、もう少し立ち入って検討してみよう。両野の狼被害をまとめてみると表３のようになる。
　（表３入る）
　この表の他にも、一七五七年（宝暦七）七月三日の野馬別当から用人への上申書に、去年相内野に渡狼がきて余計荒れ出し、数疋の野馬が取られたとあり、また、翌八年五月の記事にも狼が荒れて、住谷野で野馬数疋が取られた、あるいは相内野でも野馬が取られたと書いている。一七五六年（宝暦六）から狼荒れがひどくなったようだ。これは住谷・相内両野ばかりでなく、一七五七年六月、北野で三疋、三崎野で二疋が続けざまに狼に襲われて死馬になり、大間・奥戸両野では一七五七年から一七六一年までの五か年間にわたって狼が強く荒れたとあるように、九牧全体に共通している現象であった。盛岡藩は一七五五年（宝暦五）の大凶作により翌年にかけてひどい飢饉となった。相内野守ですら相続できず稗七駄の拝借を願うほどであったから、監視の目が行き届かなくなったのが狼荒れを促したのであろうか。因果関係はよくわからないが、飢饉が何らかのかたちで影響を及ぼしていたに違いない。　
　表１にあげた個別事例は一五件に及ぶ。疵の治療とある以外は、すでに死馬として発見されたものである。野放ち中の野馬ばかりで、馬屋での冬飼いの野馬は被害にあっていない。放し飼いの危険度の高さを物語る。一五件中一一件が当歳、すなわちその年に生まれた子馬が犠牲になっている。しかも襲われた時間帯は夜がほとんどで（未記載のものも夜か）、狼はおもに夜行性の動物であることを示している。昼ならば子馬は母駄のそばにいて比較的安全であるが、夜になると母駄に気付かれずに襲うことができたのであろう。
しかし、成長した駄馬や父馬であっても油断ならなかった。三歳の駄馬や七歳の父馬が実際に襲われている。一七五八年（宝暦八）の父馬の事例は、いつ被害にあったのか正確には書いていないが、八月二二日に野馬別当が用人に宛てた報告文書に、野守が父馬を野取りして治療したい旨を願いで、これをすぐに認めたとあるので、この日の朝にでも発見されたのであろう。野守長十郎に父馬を預け、馬医坂本佐野右衛門が治療にあたった。様子は跡足が両足とも膝の上を五、六寸ずつ喰われており、まったく足で立てず、大病で落ちるかもしれないという見立てであった。そして二三日に養生かなわず死馬となった。父馬であっても身体の一部、とくに足に喰いつかれては脆かった。通例通り、馬責の斎藤要右衛門に見分させて死馬の確認を行ない、野守・肝入の手形（証文）に三戸代官の末書を記し、野馬別当から用人へ提出している。
　このような狼荒れから野馬を保護する最も効果的な方法は野に放しておかないことだった。たとえば一七五八年（宝暦八）五月に、住谷野の野守より二疋の駒二歳が心元ないので野取りし村に渡すよう願い出、用人の許可がおりている。梅内村・川守田村が一疋ずつ預かることになったが、その肝入から飼料大豆の支給願いが出され、一日五合積りで、五月一〇日から六月九日までの日数三〇分を渡している。去年（一七五七年）、相内野の狼荒れで駒二歳一疋を村へ預けたさいの大豆一日五合飼の支給基準にならったものである。そのときは八月になり野元に狼がみえなくなったという野守の訴えを受けてすぐに野放ちしたが、今回も狼が野馬へ障る危険がなくなったら野放ちするというものだった。
一七五八年は、去年に続き相内野でも一疋いる駒二歳を野取りし、田子村に預けている。五月二二日、人足一五人で捕らえかね、二四日に人足三五人で野取りした。一疋の野取りでも苦労する作業だった。この馬屋飼いがいつまで続いたかは不明である。ここで注意しておきたいのは、保護の対象が駒二歳に限られていたことである。なお、一七六一年（宝暦一一）の場合には、野馬別当は狼が出てきたことから相内野・住谷野とも野取りを、とくに当歳の野馬だけでも早めたい意向であった。相内野では神事と重ねってうまくいかなかったようであるが、村側にとっては負担が増えてありがたくない措置であった。近世中期でも依然として狼対策中心に野馬の管理・飼養が行なわれていたことが確認できよう。
三　狼の駆除―鉄炮打ちと毒殺―
狼から野馬を守るためには、前節でみたように、野取りして馬屋で飼養するのが確実な方法であったが、それでは野牧が機能しないことになる。野牧を堀・土手・垣でめぐらしても、それは野馬が外に逃げ出さないためのものであり、狼の侵入は防げない。野飼を続けていこうとすれば、狼という厄介な存在を駆除し絶滅させるしかなくなる。
狼害の激しかった一七世紀から一八世紀初めにかけてであるが、『雑書』によるかぎり、元禄以前にはそれほど狼の駆除についての記事が多くない。狼の駆除例をあげると、殿様や若殿様による鹿狩りのさいに狼が狩られている。たとえば、一六四五年（正保二）正月一五日の鹿狩りでは鹿五九五、兎九、狐五、および狼二が仕留められている。また、一六七〇年（寛文一〇）一二月一六日の手代森での鹿狩りのさいには、重臣が随従し、勢子八〇〇〇人を動員し、鹿一〇五、兎一、狐二、狼三の獲物であった。冬季に大掛かりな鹿狩りが行なわれるのが恒例となっていたが、これは鷹野と並ぶ遊興的な巻狩りで、狼駆除を主目的としたものとは言い難い。一六五五年（明暦元）正月二一日には、狼狩りと称して黒石野で四組編成の人数四〇〇〇人余で行ない、狼四疋を打ち殺している。
鉄炮による駆除例も散見される。早くは、一六四五年（正保二）正月六日、四戸清兵衛、大坂勘兵衛、奥寺右馬亮の三人が狼猪討ちとして派遣されることになり、九日から一三日にかけて長坂、栗谷川などで狼三疋、猪一疋を討った。藩牧での鉄炮使用例としては、一六七五年（延宝三）六月、木崎野で野馬が取られたため、鉄炮討ちが許されている。記載例は少ないものの、実際にはこのような事例はもっとあったのであろう。前節で述べたように、百姓が鉄炮役銭（運上）を納めて狼討ちをする鉄炮免許もあった。鉄炮以外では、農民による巻狩りが行なわれたり（前述）、「おつそ」で狼を取った例もある（一六五八・明暦四年一月二七日条）。おつそというのは、てこなどの仕掛けによりおもしで圧死させる装置（罠）のことと説明されている（『日本国語大辞典』）。一六七九年（延宝七）正月七日条に、狼を一つ取り上げ、褒美銭三〇〇文を下されたという記事がみられる。褒美銭支給の早い事例である。
鉄炮使用による狼駆除が目立つのは一六八九年（元禄二）以降になってからである。盛岡藩の国元に幕府の諸国鉄炮改め（一六八七・貞享四年一二月令）が伝えられたのはおそらく翌年（元禄元）に入ってからと思われるが（元禄元年の『雑書』は欠本）、そこで用心鉄炮、月切り鉄炮、断り鉄炮（威し鉄炮、猟師鉄炮）の区別が設けられた（塚本学一九八三年）。月切り鉄炮・威し鉄炮は実弾を発射できない空砲のみの使用である。しかし、威しだけでは実際の被害を防げず、幕府は一六八九年六月、猪・鹿・狼が耕作などに支障し、荒れた時ばかり、鉄炮の実弾発射を期限つきで認めた（『雑書』七月一一日条、九月二八日条）。討ちとめた獣はその場所に埋め、幕府に届出る義務があったから、『雑書』にも重要事項として記載されることになった。
そうした鉄炮による駆除例をいくつかあげておこう。一六八九年（元禄二）条によると、盛岡代官所の管轄内に鉄炮討ちを派遣したが玉無しでは効き目がないので、実弾を発射して討ち殺し、その場に埋め、手形（証文）を出させている。鉄炮討ちには桂源五左衛門組田鍍久兵衛などとあるように、藩直属の鉄炮組同心があたり、八月一一日から九月一日の間に狼六疋、小牡鹿一疋を討っている。同様に、同年一〇月一一日～晦日に藩領内で猪・鹿・狼一五疋（内狼三疋）を討ち、幕府に報告していたことが知られる（一一月一七日条）。
猟師（マタギ）に狼を討たせることもあった。一六九二年（元禄五）六月二六日条によると、五戸や三戸で狼が荒れ、野馬にあたるので鉄炮を討たせることにし、その所の猟師を雇って、猟日には一日一人につき一升二合の扶持を支給するとしていた。前節でみた人喰い狼に対する駆除でも猟師や代官所の与力による鉄炮討ちがみられたのは前節で述べた通りである。この他、威し鉄炮による威嚇があった（後述）。
このように生類憐みの令のもとでも、鉄炮の実弾が狼に向けられていた。さながら人間と狼の戦のような様相を呈し、狼討ちに褒美金を支給するなど駆除を促していった。この結果、一七二〇年代頃までには狼の生息数がかなり減り、野馬などの被害も少なくなっていったものと思われる。
だが、狼は江戸時代を通じて絶滅にはいたらなかった。ときおり狼の被害が目立つ時期があり、対応に過敏となった。前述のように一七五五年（宝暦五）の宝暦飢饉後も狼が荒れた時期であった。『南部藩御野馬別当御用留』によると、鉄炮も使用されているが、それほど成果をあげていないようだ。
一七五七年（宝暦七）、野馬別当は三戸代官所所属の与力のうち、鉄炮を打つ者を御野御用の定役に任命し、住谷・相内両野に狼がみえたさいに討たせたいとし、鉄炮一挺の下げ渡しを上申している。その後、三戸与力の鉄炮達者といわれる一戸金之丞・一戸金弥の二人が、御野狼防御用鉄炮討を命じられていたとあるから、この二人がおそらくそうなのだろう。金之丞は一七五九年（宝暦九）、狼が荒れる大間・奥戸両野に、狼防ぎの猟師五人に代わる鉄炮討ちとして派遣されている。しかし、金之丞は防ぎかねと評価されているので、さほどの働きをみせることができなかったのだろう。住谷・相内両野でも二人が狼を鉄炮で仕留めたとは書かれていない。
一戸金之丞は鉄炮ではだめとみたのか、一七六三年（宝暦一三）七月、相内野に狼防ぎの「おつそ」を仕掛けてみたいと申し出ている。自ら立ち会って設置場所を見届け、沼ノ窪、鴨ノ首の両所に仕掛るとしていた。この罠の効き目のほどはともかく、金之丞にしてみれば何とか狼防ぎの御用を果たしたいと考えてのことだったか。鉄炮が狼駆除にあまり役立たなかったのは、夜行性の行動に加え、鉄炮慣れしたことによるのかもしれない。
狼対策の鉄炮には実弾発射できる与力鉄炮のほかに、野守が預かる威し鉄炮があった。一七五八年（宝暦八）五月二〇日、相内野守の長十郎が相内野の「御用鉄炮」（狼防威鉄炮）の取り替えを願い出た。先年渡されてから数十年が経ち、朽ち損じて役に立たないとし、野馬を狼から守ることができないというのが理由であった。この古筒を返却させ、新しい鉄炮と取り替えている。いつから損じていたのか不明だが、状態からみて近年はほとんど使われていなかったようで、狼荒れが再び激しくなり必要性が高まっての交換であったか。
この威鉄炮であるが、以前から仮屋（三戸代官所）が管理してきたもので、春の野放ちのさいに野守へ渡し、秋の野取りが済めば仮屋へ返すのが慣行となっていた。あくまでも野馬御用のための鉄炮であった。ただ、古筒を渡した年月や鉄炮の玉目・丈尺の記録が享保年中（一七一六～一七三六）の火事で焼けたのか仮屋（代官所）にはなく、野守も覚えておらず、古筒の履歴がはっきりしなかった。このことがあってか、同年八月に野守が預かる鉄炮の丈尺・玉目・年号の書き上げを命じている。
同様の威し鉄炮は住谷野にもあった。野守の又二郎（亦次郎）が一七五八年（宝暦八）五月九日に住谷野の狼防ぎ御用の火縄筒・薬を渡されている。慣行にしたがってのことだろう。同じ頃、住谷野守は毒討ちなどでは狼を防ぎがたいので番小屋をつくり、野馬を昼夜見守りたいとして、近くの御山（藩有林）から小屋掛け材の下げ渡しを願い認められている。狼を目撃したら威し鉄炮で追い払うのであろう。威鉄炮は原則として実弾を発射できないものであるが、追い払うだけではあまり効果がなかった。
　宝暦の狼荒れのさい、盛岡藩がもっとも力を入れたのは毒を使った駆除であった。「狼取」と呼ばれる清八という人がいた。沼宮内代官所の清八とあるので、沼宮内代官に付属していたことになる。一七五七年（宝暦七）八月、清八は狼荒れの激しい大間・奥戸両野に出張し、毒薬を三、四度にわたって仕掛けていたが、狼が一疋も落ちなかった。その理由は毒薬の材料の馬銭が古く毒性が弱かったためなので、早々に馬銭を清八に渡してほしいと、野馬別当が田名部代官および用人へ請求していた。清八は各野を廻って狼を防ぐ御用を命じられており、北・三崎両野へも派遣してほしいとの願いが野守から出されていた。
　しかし、清八は翌一七五八年の春から病気で御用を勤められなかった。前年の田名部出張も病気で出立が遅れていたので、かなり無理をしていたのだろう。一七五九年（宝暦九）九月、清八は各野での狼取りの功績から一生のうち毎年米三駄の支給を受けることになり、各野の野守やその子供、あるいは望みの百姓へ毒薬の調合や仕掛け方を伝授するよう命じられている（『御家被仰出』）。
清八の役目を引き継いだのが相内野守長十郎の子供吉右衛門であった。吉右衛門は沼宮内代官所狼取の清吉から狼取りを伝授された者といい、預かり野である相内野、および住谷野で狼取りをしていた。一七五七年（宝暦七）八月、野馬別当は清八一人では対応できかねるとして各野への吉右衛門の派遣を願い出ている。すぐには認められなかったようだが、翌五八年四月下旬に許可がおり、有戸・大間・奥戸・住谷・相内の毒討御用を勤めることになった。毒薬代一貫二〇〇文が渡されている。吉右衛門が調合した毒薬を各野に配り、野守や野廻りの者に仕掛けさせた。狼を取った場合には褒美銭が与えられることになっていたが、その三分一を毒薬調合の者、三分二を狼取りの者が分け合うことになっている。ちなみに、留めの褒美銭であるが、一七五九年（宝暦九）一二月、女狼一疋九〇〇文、男狼七〇〇文、子狼二〇〇文の定目のところを、野守・名子や野懸りの百姓に限って、女狼一疋一貫二〇〇文、男一貫文、子二〇〇文に増やしている。
しかし、吉右衛門の毒薬は弱く狼が落ちなかった。野馬別当が六月、三戸の医師に相談したところ、今の製法にぶしを一味加えるとよく、かんぞうはアクをとり毒を弱めるので入れないほうがよいというものであった。八月、吉右衛門が女狼一疋と男狼一疋をそれぞれ毒薬で留め上げることができた。毒薬にぶしを入れたか聞かれているが、先だって渡されたぶしを加減して入れても狼は喰わなかったといい、狼に喰われた鹿毛駄当歳の死骸に本来の製法により仕掛けて男狼を毒殺したという。ぶしは効果がなかったことになる。
一七五九年（宝暦九）二月、北野で毒薬を仕掛け、男狼一疋・女狼一疋を留めあげたが、これは吉右衛門が薬を調合したもので、褒美銭の三分一が与えられている。また、同年六月末には大間・奥戸両野に派遣され、野守に毒薬の仕掛けを伝授している。七月一日の夜、大間野の青駄が狼に取られ、その青駄の死馬に毒薬を仕掛けて、女狼二疋をおびきよせたが取り逃がした。その後すぐに帰ったとしてお叱りを受けたが、父の野守長十郎が老年で、その代わりを勤めねばならない事情があったようだ。一七六一年（宝暦一一）には又重野に頼まれて毒薬は仕掛けたが一疋も成果が得られなかった。
この時期、狼取として知られた人物には野田通の清之丞がいる。吉右衛門のあと第一人者となり、又重野や大間・奥戸両野に派遣されている。一七六一年一〇月には、大間・奥戸で狼数疋を留め上げたなどの功から米三駄一生のうち下されることになっており（『雑書』『野田村誌』）、清八に劣らない技量の持ち主だったが、ここでは詳しくは触れない。清八をはじめとして吉右衛門・清之丞の伝授によって各野の野守らが仕掛け方を習得した。一七五九年一二月一日には、住谷野守の亦次郎が二又村の長七の手伝いにより、毒薬で男狼一疋を留め上げているのは、そうした効果であったろう。
なお、平岩米吉は狼取清十郎について一七四二年（寛保二）以来、『御用人所雑書』にしばしば狼を討ち取った人物として出てくると指摘しているが、盛岡藩で狼取として認知されたのはこの清十郎であろうか。『雑書』の一七四三年（寛保三）八月二〇日条に、沼宮内代官所村狼取清十郎に一日四〇文のあてがい、他に諸入方三〇文を下されるという記事がみられる。名前に清の字のつくのが多いが、血縁関係あるいは師弟関係を示すのであろう。
毒薬について少し触れておくと、一七五九年一一月に各野に渡した薬種によると、馬銭（マチン）、厚朴、天南星の三種類が基本であった。ぶしは前述のように狼が食べようとしなかった。毒は狼害にあった死馬に仕掛けていたことはすでに述べたが、一七六五年（明和二）八月に又重野の狼防ぎ御用を命じられた助八は、魚類の餌では狼が食いつかず、雑駄が落ちたら渡してほしいと願っていた。馬の肉が一番よかった。
ちなみに清十郎の調合した毒薬も知られている。まじん（馬銭）、鉄のせんくつ、そばのめ、ほうのきあいかわ、大ばち（天南星）の五味を調合し、死馬の身を深く切り裂き、切り口が見えないように中に薬種を入れておくとする。これを食べると狼は早速死ぬのだという。塩類の餌では狼が食べないとも述べている（「狼取毒薬調合覚」『岩手の古文書』）。明治期の北海道で、牧場の馬を襲うエゾ狼を硝酸ストリキニーネの毒餌で絶滅させたが、それと比べれば毒性は弱く、狼のほうもそれを覚え、あまり効かなくなったようである。
おわりに　　狼と生態系
盛岡藩の野馬の放牧を妨げた最大の要因は狼の餌食になることであった。それは盛岡藩ばかりではない。仙台藩は寛保三年（一七四三）、将軍徳川吉宗の勧めがあり、白石片倉家の領地、刈田が嶽のふもとに七日原牧場を開設したが、寒気深雪に加え、狼害に長く悩まされた。狼防ぎのため、周囲に垣を巡らし、足軽の者を夜も詰めさせ厳重に警戒したという（『蔵王町史』資料編Ⅱ）。天明八年（一七八七）に白石を通った古川古松軒は、七、八年来山犬がたくさん生じて牧の駒を取り喰ったので、片倉家が猟師を派遣して制したがそれでもやまず、駒が減少したと聞いていた（『東遊雑記』）。
平岩が述べるように、農作物被害をもたらす猪・鹿の天敵としての狼（オイヌ）の益獣観ないし共存観が農民の間にあったことは確かであろう。仙台領の狼河原辺りでは、上方・中国のように狼を恐れず、夜中狼に出あったときには、「狼どの油断なく鹿を追うてくだされ」と慇懃に挨拶して通るのだと、土地の人が古松軒に語ったのなどが、そうした証拠となる。しかし、馬の放牧となると敵対的関係にならざるをえなかった。
狼の徹底した駆除は生態系の変化をもたらしたと思われる。八戸藩では一七四九年（寛延二）、冷害に猪荒れが加わり、猪飢饉とよばれる飢饉になっている。猪が急激に増えて田畑を掘り荒し、あるいは作物を喰い荒らしたからであるが、猪の猛威の原因の一つに狼が駆除され天敵が少なくなったことがあげられる（菊池二〇〇九）。隣接の相内・住谷野近くの盛岡藩領でも同時期に猪が増えたことが記録されている。同様の事態が進行していたのだろう。猪が増えると今度はそれへの被害対策が必要となっていく。
すべての野牧を合わせても飼養数七〇〇頭程度で、野取りできる二歳駒はせいぜい二〇～三〇頭にすぎなかった。そうした二歳駒の確保のために、狼との共存的な関係を壊して、生態系に介入し、狼駆除に費やされた人間の膨大なエネルギーとは何だったのか、改めて考えさせられるのである。
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表１　盛岡藩の野馬被害（1644～1684年）
※日付は『雑書』に記載された月・日（括弧内は被害＝死馬の月・日）をさす。
【寛永21年（1644）】相内野　6･6当歳／妙野　8･7（8･3晩）駄4歳
【正保2年（1645）】住屋野　10･2（9･20）母駄･駄2歳･駄2歳
【慶安3年（1650）】墨屋野　6･10（6･7夜）駄／奥部8･11（7･末）父馬･母駄･母駄
【慶安4年（1651）】奥戸野　6･28（6･19夜）父馬
【寛文3年（1663）】相内野　6･13母駄6歳／住屋野　6･17（6･10）駄2歳／木崎野　6・14母駄7歳
【寛文7年（1667）】北野1･21（12･24夜）駄当歳／1･21（1･10夜）駄3歳／2･6（7･21夜）駄3歳／12･13（11･18）母駄／三崎野2･25（2･4晩）母駄／相内野3･14（3･9晩）母駄･母駄･母駄／3･14母駄／3･14（3･10晩）駄３歳･駄２歳／6･12（6･6晩）母駄／6･20（6･12晩）駄2歳／6･24（6･20晩）駄2歳／9･26（9･19晩）母駄／12･13（12･3）母駄･駄2歳／住屋野9･26（9･16晩）母駄／又重野4･2（3･28夜）母駄／6･12（6･5晩）駄2歳･駄当歳／6･13（6･8）2歳／木崎野4･2（3･26晩）母駄･駄2歳（母子）
【寛文8年（1668）】北野2･12（1･20）母駄／三崎野6･14（5･18晩）駄2歳／相内野6･14（6･2晩）駄2歳／7･16（7･11晩）母駄･駄当歳（母子）／7･16（7･13晩）駄2歳／7･22（7･17晩）駄当歳／7･22母駄・母駄／8･27（8･4晩）母駄／8･27（8･9晩）母駄／8･27（8･24晩）駄／7･5（6･晦晩）駄当歳･駄当歳／7･5（7･1晩）駄当歳／住屋野7･22（7･17晩）駄当歳／又重野6･14（5･27晩）母駄･駄2歳／6･14（6･7晩）駄2歳／6･14（6･9晩）母駄／6･14（5･27晩）駄2歳／7･5（6･16晩）母駄／7･5（6･26晩）母駄／7･22（7･10晩）駄3歳／有戸野7･22（7･10晩）駄2歳
【寛文９年（1669）】北野2･6（1･晦晩）母駄／6･1（5･24）母駄／11･22（11･17晩）駄当歳／三崎野5･2（4･24晩）駄当歳／相内野3･18（3･15晩）母駄／4･4（4･1晩）駄当歳／4･19（4･15晩）当歳／5･2（4･28晩）駄当歳／5･19（5･16晩）駒当歳／5･21（5･16晩）母駄／6･1（5･25）駄当歳／9･11（9･1晩）母駄／9･11（9･4晩）母駄／9･11（9･5晩）駄2歳／12･16（12･12）駄3歳、駄3歳／12･21母駄（負傷、腹子捨り）／住屋野3･14（10･11晩）駄当歳／3･18（3･14晩）母駄／4･1（3･27晩）母駄／4･4（4･1晩）駄当歳／4･14（4･8晩）母駄／5･2（4･28晩）母駄／5･16（5･11晩）駄当歳／6･1（5･25）駄当歳／8･3（7･28晩）駄2歳／10･2（9･28晩）母駄･母駄／又重野5･24（5･18晩）駄2歳･駄当歳／5･24（5･19晩）駄当歳／6･19（6･10晩）駒当歳／木崎野6･30（6･24晩）駄当歳･駄当歳／6･30（6･25晩）駄当歳／7･14（7･10晩）駄当歳
【寛文10年（1670）】北野1･20（1･14）父馬／4･21（4･9）駄当歳／田崎野・田鍍野2･8（1･4晩）母駄4歳／5･6（4･29夜）駒当歳･駄4歳（負傷）／相内野2･5（1･晦晩）駒当歳／3･4（2･29晩）駄当歳／4･21（4･2）駄当歳／4･21（3･晦）母駄／6･15（6･11晩）駄当歳／9･23（9･17晩）母駄／住屋野4･21（4･16）駄当歳／5･6（5･2晩）駄当歳／6･15（6･11晩）母駄･駄当歳／6･29（6･26晩）母駄／8･3（7･21晩）駄当歳／8･3（7･25）駄当歳／8･4（8･1晩）母駄／有戸野7･2（6･20）駒当歳･駒当歳･駒当歳･駄当歳･駄当歳･駄当歳･駄当歳･駄当歳／7･2（6･21）駒2歳／7･2（6･22）母駄／7･13（7･8晩）駒2歳･駄2歳／奥郡（奥部）1･20（12･14）駄2歳／1･20（1･9）駒2歳
【寛文11年（1671）】北野3･18（3･17晩）駄当歳／6･15（6･11晩）駄当歳／8･7（7･25）駄当歳／8･9（8･4晩）父馬／9･3（8･27晩）母駄／三崎野6･15（6･7晩）駄当歳／6･15（6･9晩）駄当歳／相内野3･18（3･5晩）駄当歳／3･19（3･15晩）駒当歳／10･10（10･6晩）駄当歳／住屋野5･14（5･11晩）母駄／6･9（6･6晩）駄当歳／6･13（6･8晩）駄当歳／6･14（6･11晩）駄当歳／9･晦（9･26）駄当歳／10･2（9･29晩）父馬／又重野5･21（5･16晩）2歳／6･6（5･晦晩）駄当歳／6･16（6･11晩）駄当歳／8･9（7･25晩）駄2歳･駄2歳･駄2歳・母駄／木崎野　8･7（7･26）駄／有戸野6･22（6･15晩）駒当歳／6･22（6･13）駄2歳／8･7（7･26）駄2歳･駒当歳･駄当歳／8･10（8･5晩）駒当歳／9･14（9･8）駄当歳／9･14（9･9晩）駄当歳／9･26（8･21晩）駒当歳／11･6（10･9晩）駄当歳／奥部野　3･26（2･25）駒当歳／6･13（4･22）駒当歳
【寛文12年（1672）】北野2･5（2･1）母駄／相内野1･25（1･4晩）母駄・駄当歳／8･11（8･7）駄当歳／木崎野8･11父馬
【延宝2年（1674）】又重野　7･5（6･25夜）
表２　狼による人的被害
　　　　※日付は『雑書』に記載された年月日を示す
寛文2・5・晦条　　沼宮内で狼が荒れ、人馬を喰い殺す。代官、鉄炮打を願い許可される。
寛文2・6・2条　　　奥郡中の所々で狼がおびただしく人馬を喰う。代官、人民を愍み、鉄炮を願い免許。しかし討ち得ず、五戸の内、所々村々で去月27日に小児2、3人をかけ倒し喰殺す。同27日、五戸市中の者、子共を追い掛け廻す狼を取り籠め、鑓で突き殺す。
寛文2・6・3条　　　去る朔日、八戸で男女数多狼に喰い殺される。八戸御城外頬で数人が巻き寄せ、類家の久太郎が切留る。
延宝5・1・22条　　毛馬内主計知行所の黒川村の道端で行き倒れ人あり。大かめ（狼？）に喰われる。
元禄2・6・19条　　五戸の内、切屋内・上市川・下市川・野沢村・扇田村・七崎村で、去る13日から15日にかけ、狼が荒れ家の前で遊ぶ４歳～12歳の子供に喰いかかり、4人が喰い殺される。また、30歳余の男が雪隠で肘・膝・口を喰われる。代官注進、三戸・五戸の地討ちの鳥討ちに鉄炮で打たせるよう指示。
元禄3・5・18条　　沼宮内で猪・狼荒れ、田畑のみならず人馬まで障る。
元禄4・6・27条　　八戸弥九郎領遠野の付馬牛村・駒木村で、去る12日より夜々狼が百姓家へ入り、人を喰う。両村で13人、八戸頼母領東禅寺・付馬牛村で2人の男女おとな・わらしが喰われ疵あり。馬30疋、牛4疋喰い殺される。猟師に鉄炮討たせる。
元禄9・9・11条　　長岡通代官所の山屋村・犬吠森村・北田村で、去る5日、6日、7日の夜、11人が獣（狼か）に喰われる。
元禄10・6・10条　　去る6日夜、奥瀬内記知行所大川村百姓勘助娘六歳、狼に取られる（死骸見出さず）。同日夜、同所長右衛門男子次郎、狼に疵付けられる。沢内代官所の猟師2人を遣わし討たせる。
元禄10・6・24条　　八幡通白畑村久五郎の子5歳。去る22日暮れ、狼2疋が来てくわえていく。追いかけて助ける。沢内猟師二人を花巻に遣わす。
元禄11・7・13条　　滴石代官所明神村で、昨12日昼、4歳～11歳の9人喰われ、3人即死、4人深手を負う。
元禄11・7・18条　　雫石代官所南畑村・安庭村・明神村で、3歳～14歳の14人喰われ、4人死ぬ。
元禄11・9・27条　　雫石の明神村又左衛門男子14歳、去る24日狼に取られる。
元禄12・8・4条　　　毛馬内の草木村・鴇村・赤坂村・芦名沢村・風張村で5歳～14歳の6人、喰い殺される。所の猟師に見回らせ討たせる。
宝永元・6・5条　　　七戸代官所狼荒れ、在家の子供取られる。鳥討の子に鉄炮討たせる。
宝永元・6・21条　　　福岡代官所狼荒れ、嶽山近所の村で子供1、2人狼に取られる。与力の鳥討に錆（鉄炮）遣わす。
宝永元・6・23条　　　五戸代官所の百姓娘が畑に出たところ喰い殺される。
宝永2・4・17条　　　花輪代官所、狼が荒れ人馬へ障る。猟師鉄炮討たせる。
表３　相内野・住谷野の狼害（1758～1767年）
　　　　※日付は襲われた年月日をさす。大疵以外はすべて死馬
1758宝暦8･8･9？　　　相内野　　　　　　　駄当歳
1758宝暦8･8･23夜　　　相内野　　　　　　鹿毛駄当歳
1758宝暦8･8･22？　　　相内野　　　　　　　父馬くり毛７歳（23日落ちる）
1761宝暦11･7･26夜　　相内野・大渡　　　　青駄当歳
1761宝暦11･9･8　　　　住谷野・夏井沢　　　鹿毛当歳
1762宝暦12･7･23夜　　相内野・長いも　　　　鹿毛当歳
1763宝暦13･4･3夜　　　相内野　　　　　　　鹿毛当歳
1763宝暦13･4･7夜　　　住谷野・金くそ沢　　青駒当歳　
1763宝暦13･4？　　　　相内野　　　　　　　　鹿毛駒当歳（治療、9日夜落ちる）
1763宝暦13･6･15夜　　住谷野　　　　　　　　駄２歳大疵（全快）
1763宝暦13･6･23夜　　相内野・沼ノ窪　　　　青毛駄当歳　
1765明和2･8･5夜　　　相内野・沼の窪　　　　青駄２才
1766明和3･4･27夜　　　住谷野・長谷沢　　　　かけ（鹿毛）駄当歳　
1766明和3･6･29夜　　　相内野・北沢　　　　　青駒当歳
1767明和4･4･8夜　　　住谷野　　　　　　　　鹿毛駄３歳　
盛岡藩雑書の狼
寛永21年
6・6条　相内野当歳けが（母駄とも在々預け）※
8・7条　8・3晩妙野駄４歳
正保2年
10・2条　9・20　住屋野母駄・駄２歳２疋（計３疋）
慶安3年　
6・10条　6・7夜　墨屋野駄
8・11条　7月末　奥部父馬・母駄２疋※
慶安4年
6・28条　6・19夜　奥戸野父馬
寛文3年
6・17条　6・10　住屋野駄2歳（母駄5歳、子を尋ね父と一緒にいないため父がこの母駄をかけ殺す）／6・13相内野母駄６歳／6・14　木崎野母駄７歳
寛文7年
1・21条　12・24夜　北野駄当歳／1・10夜　北野駄3歳
2・6条　7（1？）・21夜　北野駄３歳
2・25条　2・4晩　三崎野母駄
3・14条　3・9晩　相内野母駄、母駄、母駄（計３疋）／同日？　同野母駄／3・10晩同野駄３歳、駄２歳（計２疋）
4・2条　3・26晩　木崎野母駄・駄2歳（母子計２疋）／3・28夜　又重野母駄
6・12条　6・5晩　又重野駄２歳、駄当歳／6・6晩　相内野母駄
6・13条　6・8　又重野２歳（駄駒不明）※
6・20条　6・12晩　相内野駄２歳
6・24条　6・20晩　相内野駄２歳
9・26条　9・19晩　相内野母駄／9・16晩　住屋野母駄
12・13条　12・3　相内野　母駄、駄2歳／11？・18　北野母駄
寛文8年
2・12条　1・20　北野母駄
6・14条　5・27晩　又重野母駄、駄2歳／6・7晩　又重野駄２歳／6・2晩相内野駄2歳／6・9晩　又重野母駄／5・18晩　三崎野駄２歳／5・27晩又重野駄２歳
7・5条　6・16晩　又重野母駄／6・26晩同野母駄※
7・16条　7・11晩　相内野母駄・駄当歳（母子２疋）／7・13晩相内野駄２歳
7・22条　7・10晩有戸野駄2歳／7・10晩又重野駄３歳／7・17晩相内野駄当歳／7・17晩住谷野駄当歳／？・？（月日不明）相内野母駄、同野母駄。計６疋
8・27条　8・4晩相内野母駄／8・9晩同野母駄／8・24晩同野駄
寛文９年
2・6条　1・晦晩、北野母駄
3・14条　10・11晩住屋野駄当歳
3・18条　3・14晩住屋野母駄　／3・15晩相内野母駄
4・1条　3・27晩　住屋野母駄
4・4条　4・1晩　相内野駄当歳、住屋野駄当歳
4・14条　4・8晩　住屋野母駄
4・19条　4・15晩　相内野当歳（駒駄不明）※
5・2条　4・28晩　住屋野母駄／4・24晩　三崎野駄当歳／4・28晩相内野駄当歳
5・16条　5・11晩住屋野駄当歳※
5・19条　5・16晩相内野駒当歳
5・21条　5・16晩相内野母駄
5・24条　5・18晩又重野駄2歳、駄当歳／5・19晩同野駄当歳
6・1条　5・25／24／25　相内野駄当歳／北野母駄／住屋野駄当歳
6・19条　6・10晩又重野駒当歳
6・30条　6・24晩　木崎野駄当歳、駄当歳（２疋）／6・25晩木崎野駄当歳
7・5条　　6・晦晩相内野駄当歳、駄当歳（２疋）／7・1晩相内野駄当歳
7・14条　7・10晩木崎野駄当歳
8・3条　7・28晩住屋野駄２歳
9・11条　9・1晩　相内野母駄／9・4晩　相内野母駄／9・5晩相内野駄２歳
10・2条　9・28晩　住屋野母駄、母駄（２疋）※
11・22条　11・17晩　北野駄当歳
12・16条　12・12　相内野駄3歳、駄3歳
12・21条　先だって　相内野母駄（負傷、腹の子捨てり）※
寛文10年
1・20条　　前年12・14　奥郡（奥部）駄２歳／1・9同野駒２歳／1・14北野父馬
2・5条　1・晦晩　相内野駒当歳
2・8条　1・4晩　北閉伊田崎野母駄４歳（去年秋放す）
3・4条　2・29晩　相内野駄当歳
4・21条　4・2　相内駄当歳／3・晦　母駄／4・9北野駄当歳／4・16住谷野駄当歳
5・6条　　5・2晩　住屋野駄当歳／4・29夜　田鍍野駒当歳／同夜４歳駄（去年秋放す、負傷、野より取り飼い）
6・15条　6・11晩　住屋野母駄・駄当歳／6・11晩相内野駄当歳
6・29条　6・26晩　住屋野母駄※
7・2条　6・20　有戸野駒当歳、駒当歳、駒当歳、駄当歳、駄当歳、駄当歳、駄当歳、駄当歳（18疋とあるが８疋か）／6・21　同野駒２歳／6・22　同野母駄
7・13条　7・8晩　有戸野駒２歳、駄２歳
8・3条　7・21晩　住屋野駄当歳／7・25　同野駄当歳
8・4条　8・1晩　住屋野母駄
9・23条　9・17晩　相内野母駄
寛文11年
3・18条　3・5晩　相内野駄当歳／3・17晩北野駄当歳
3・19条　3・15晩　相内野駒当歳
3・26条　2・25　奥部野（大間野）駒当歳
5・14条　5・11晩　住屋野母駄
5・21条　5・16晩　又重野２歳（駒駄不明）
6・6条　5・晦晩　木崎野駄当歳
6・9条　6・6晩　住屋野駄当歳※
6・13条　6・8晩　住屋野駄当歳／4・22奥戸野駒当歳
6・14条　6・11晩　住屋野駄当歳
6・15条　6・7晩　三崎野駄当歳／6・9晩　同野駄当歳／6・11晩北野駄当歳
6・16条　6・11晩　又重野駄当歳
6・22条　6・15晩　有戸野駒当歳／6・13　同野駄2歳
8・7条　7・25北野駄当歳／7・26木崎野駄／26日有戸野駄２歳、駒当歳、駄当歳
8・9条　8・4晩北野父馬／7・25晩又重野駄２歳、駄2歳、駄2歳、母駄（計４疋）
8・10条　8・5晩有戸野駒当歳
9・3条　8・27晩　北野母駄※
9・14条　9・8　有戸野駄当歳／9・9晩同野駄当歳
9・26条　8・21晩晩有戸野駒当歳
9・晦条　9・26住屋野駄当歳
10・2条　9・29晩住屋野父馬
10・10条　10・6晩　相内野駄当歳（父馬動き狼打ち殺す）
11・6条　10・9晩　有戸野駄当歳
寛文12年
1・25条　1・4晩相内野母駄、駄当歳※
2・5条　　2・1　北野母駄
8・11条　月日不明木崎野父馬／8・7相内野駄当歳
延宝2年
7・5条　6・25夜又重野母駄
＜人喰い＞
寛文2・5・晦日　沼宮内ニて狼荒候て、人馬喰殺候付て、鉄炮為打被下度と御代官達曾部茂右衛門申上候付て、大坂助兵衛子八之丞・菊平弥五兵衛、此二人今日申付遣ス、狼之外為打不申様ニ、鳥見衆付居為打候様と御代官申渡す　②276
寛文2・6・2　奥郡中於所々人馬ヲ狼喰害事夥し、人民愍候て以御代官訴之、因茲諸鳥ハ討不申狼迄ヲ討候ニ鉄炮令免許候へ共、化て未得討、五戸之内所々村々ニて去月廿七日小児二三人かけたをし喰殺候間、御代官木村杢助率人数蒐候へとも、化て不得蒐之処、五戸御海屋之前と町屋之間小家ニ狼参、子共追掛廻候を五戸市中之者共取籠、鑓ニて先月廿八日突殺之、此狼毛色赤似狸形尾無之、尻ハ大亀ニ候旨三戸御城代去月晦日付之状ニて披露之、古今希有之儀言之　／於五戸突殺候狼三戸御城代より今日未下刻到来、毛色赤胸通白頭、女狐之歯、何も牙、無尾之女猿ニ似狸形、古今見聞之旨諸人言之　②276
寛文2・6・3　去朔日八戸ニて男女数多喰殺候狼、八戸御城外頬ニテ数人巻寄、類家久太郎切留候由、八戸御城代申上ル、此狼赤白シ尾如狐、尾之先白、面ハ恒ノ犬より長、水かきアリ　②277
延宝5・1・22　毛馬内主計黒川村道端、行き倒れ人、大かめ（狼？）喰い　④10
寛永21・6・6　相内野馬の内当歳狼喰候ニ付て、母駄共ニ在々へ預ケ置可申由、右（紫根）一所ニ被仰渡候ニ付て、今日三戸へ申遣…
正保2・1・6　今日猪狼討遣わす　9日狼１鉄砲討つ、10日長坂で狼１討つ、13日栗谷川で狼１鉄砲で討つ
正保5・1・15　今日御狩、鹿595、兎９、狐５、狼２
明暦4・1・21　今日黒石野で狼狩、四組四千余、狼４つ
明暦4・1・27　狼１、河原町で「おつそ」で取る
慶安4・4・28　奥郡工藤平内兵衛知行所、浅水の内水無山御野馬立候ニ付て、山しけり狼多有之候間、野火通申度と野馬別当申上ニ付…
慶安5・2・2　松平出羽守様へ之御狼八戸より昨晩参候付…
寛文2・1・21　岩手西根３カ年以来野馬母駄1疋、追いかけ捕らえる　22日、住屋野へ放す
寛文3・12・14　三戸郡田子之内志々内ニ預置候相内野青毛の母駄、去十日…死
寛文5・9・23　久慈之内北野・ミさきの此二ケ所、駒当才之分ガ如例之、御百生共預馬屋へ入置、駄当才之分ハ其まゝ野ニ被指置被下度と訴訟申ニ付、左候は右之通ニ仕候様ニと、野馬別当共ニ被仰付　②462
寛文7・4・5　狼討外多百姓の馬子なとも野放も不罷成…　②517
寛文8・12・25　若殿様鹿狩　鹿43、猪鹿１、狼３　②708
寛文9・5・9　相内野黒芦毛去年当歳の時野取り、押し付け母駄病死、養子母駄仕浅水村預け置き、内羅死　②742
寛文10・12・16　若殿様鹿狩　8000人　鹿105、うさぎ１、きつね２、狼３　②969
寛文12・8・12　狼出候はは狼に追い掛けられ沢沢へ落ちけが
寛文12・10・28　三戸中狼多有之候由被聞召、何とそ巻候て討殺候様ニ、其郷郷にて可申付由、則藤田多左衛門に申渡す、五戸・七戸へは右の趣書状で遣わす。
寛文12・12・8　狼何とそ取候様に、取候はは其身共に下されるべく候、取り候者の名ばかり可申上由…但し両閉伊・鹿角・野田の外は、鉄炮にては無用の由。
延宝2・2・26　和賀郡立花・黒岩・湯沢・平沢・宮田・石持・浮田・小原・駒籠・中由８内？）・倉沢・田瀬、12カ所、狼多く野放し馬の子、鷹餌犬取り、そのうえ山根通は家の内まで狼が来て迷惑、役銭200文願い上げ鉄炮御免、御蔵・給所百姓訴状、許可③435
延宝3・3・12　和賀郡立花・黒岩・湯沢・平沢・宮田・石持・浮田・小原・駒籠・中由８内？）・倉沢・田瀬、12カ所、狼多く野放し馬の子、鷹餌犬取り、そのうえ山根通は家の内まで狼が来て迷惑、役銭200文願い上げ鉄炮御免、御蔵・給所百姓訴状、許可③575
延宝3・6・11　木崎野馬狼取る、鉄炮討ちたいと申し越す、許可　③612
延宝7・1・7　預同心、簗川でヲツワヲ切狼1取り上げ、褒美銭300文　④262
延宝9・1・18※　田名部中近年狼多くこれあり、駒当歳取られ野放ち出できない、鉄炮運上当年中臨む　④591
野馬預①49　中津川に狼①50　狼の鹿喰見つけ①192　鹿狩で狼１①253　狼追い出しの鹿を犬喰う②126　狼喰いの女鹿見つけ②134　川目村猪害、鉄炮②277　狼喰い鹿②501
鹿作毛損じ②532　木崎野母駄預け（2月6日）②719　鹿狩、猪11・鹿９・兎６④10
住屋野母駄・駒2歳、弥次郎預かり、火事消失（延宝5年3月16条、④23）　舎飼い

















